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ＭＹ安心ファミリー登録制度規約 

本規約は、明治安田生命保険相互会社（以下「当社」といいます）が運営・提供する「Ｍ

Ｙ安心ファミリー登録制度」（以下「本制度」といいます）の利用に際しての取扱いを定め

るものです。 

第１条（制度趣旨） 

 本制度は、本規約第２条第１項に定める保険契約者等以外の方の連絡先を当社に登録す

ることで、当社所定のお手続き時に、保険契約者等に対し迅速・確実な連絡を行なう制度

です。 

第２条（用語の定義） 

１．本規約において、当社所定の要件を満たす次の各号に定める者を「保険契約者等」と   

いいます。 

（１）当社の保険契約における保険契約者 

（２）当社の保険契約の年金のお支払いにおける、年金開始後の年金受取人 

（３）当社の保険契約の保険金、給付金、年金のお支払いにおいて、すえ置支払いを選択

した保険金等の受取人 

（４）第１号から第３号に定めるほか、当社の定める者 

２．本規約において、保険契約者等以外の方の連絡先として登録した者を「第二連絡先」と  

いいます。 

３．本規約において、第二連絡先が登録された保険契約を「登録済契約」といいます。 

４．保険契約者等が第１項第３号に該当する者である場合は、本規約を以下のように読み替

えます。 

本規約での表記 読み替え表記 

保険契約 すえ置金 

登録済契約 登録済すえ置金 

普通保険約款 すえ置条項 

保険証券番号 すえ置証書番号 

第３条（情報登録） 

１．保険契約者等は当社の定めるところにより、保険契約ごとに第二連絡先を登録すること

ができます。ただし、第二連絡先は日本国内に住所を有する者に限ります。 

２．保険契約者等は第二連絡先に対し、当社からの連絡先照会に対し、保険契約者等の連絡

先等の個人情報を開示することについて同意を与えることを要します。 

３．保険契約者等は本制度の利用にあたり、第二連絡先として登録を予定する者より、以下
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の事項について同意を得ることを要します。 

（１）本制度を利用すること 

（２）第二連絡先登録に関する情報として、以下の第二連絡先として登録を予定する者の 

情報を当社へ開示・登録すること 

①氏名 ②生年月日 ③性別

④住所 ⑤電話番号 ⑥（保険契約者等との）続柄

（３）当社から連絡を行なう場合があること 

４．保険契約者等は本制度の利用にあたり、被保険者から、被保険者氏名および生年月日を

第二連絡先に対し開示することについて、同意を得ることを要します。 

５．登録済の第二連絡先情報が変更された場合は、第二連絡先の同意を得たうえで、保険契

約者等がただちに当社に通知することを要します。 

第４条（利用期間） 

１．第３条に定める第二連絡先情報を登録した時点で、当社は本制度の利用を開始します。 

２．次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、本制度の利用を停止します。 

（１）保険契約者等が当社所定の手続きにより、本制度の利用の停止を申し出たとき 

（２）保険契約者等が第二連絡先から第３条第３項記載の同意を得ていなかったとき 

（３）保険契約者等が被保険者から第３条第４項記載の同意を得ていなかったとき 

（４）保険契約者等または第二連絡先が反社会的勢力関係者であることが判明したとき 

（５）登録済契約について、解約・死亡保険金支払等により契約が消滅したとき 

（６）登録済契約について、保険契約者等の変更を行なったとき 

（７）登録済契約について、保険契約者と別の者が年金の受け取りを開始したとき 

（８）その他当社が必要と認めたとき 

３．前項の規定（ただし（２）・（３）・（４）を除く）により利用を停止した場合でも、

登録されていた第二連絡先情報を、第５条第１項第１号の場合や、保険契約者等および

被保険者の身体・生命・財産の保護のために必要な場合において使用することがありま

す。 

第５条（第二連絡先の利用） 

１．当社は本制度により、第二連絡先に対し以下の場合に連絡することがあります。 

（１）大災害発生時やご高齢の方などへの現況確認等において保険契約者等と直接の連絡

が取れず、保険契約者等および被保険者の安否確認・緊急連絡が必要な場合 

（２）以下の手続きにおいて、当社の知った保険契約者等の最終の住所を用いても保険契

約者等および被保険者と連絡が取れず現況確認が必要な場合 

①満期保険金のお支払い ②年金のお支払い

③すえ置保険金（満期時）のお支払い ④主契約更新（満了）時のお支払い

⑤その他当社が必要と認めた手続き
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（３）当社保険商品のご紹介や当社所定のサービスのご案内 

２．保険契約者等が住所を変更したにもかかわらず当社へ通知をしなかった場合、当社の

知った保険契約者等の最終の住所に発した通知は、第二連絡先利用の有無にかかわら

ず、普通保険約款規定に従い保険契約者等に到達したものとみなします。 

第６条（契約情報の開示範囲） 

当社は本制度により、保険契約者等の権利行使を補助するために必要な場合に、第二連絡

先に対し契約の特定に必要な項目を開示します。 

第７条（規約の変更） 

１．当社が当社のホームページ上における表示またはその他の方法により通知および当社が

随時保険契約者等に対し連絡する追加規約は、この規約の一部を構成します。 

２．この規約本文の定めと個別規約および追加規約の定めが異なる場合には、個別規約およ

び追加規約の定めが優先します。 

３．本規約は、事前の承諾なしに変更することがあります。本規約を変更する場合、当社

は、変更事項を通知もしくはホームページ等に表示します。 

第８条（情報の利用） 

当社は、保険契約者等の保険契約等の内容、第二連絡先に関する情報、本制度の利用に係

る過程で知り得た情報を、本規約に定める事項以外に、必要に応じ以下の目的で利用いた

します。また必要に応じ関連会社および提携先企業に提供し利用させることがあります。 

（１）各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い 

（２）関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理 

（３）当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実 

（４）その他保険に関連・付随する業務 

なお、当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、ホームページ 

（https://www.meijiyasuda.co.jp/）をご覧ください。 

第９条（その他） 

本規約に特段の定めがない事項については、普通保険約款および特約・特則条項の規定を

適用します。 

以上 


